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　 　 【 請 求 項 １ 】 　

　

　 上 記 記 録 装 置 の 使 用 者 が 上 記 設 定 を 選 択 し て い る 場 合 、 上 記 設 定 が 解 除 さ れ る ま で の 間
に フ ァ ク シ ミ リ を 受 信 す る と 、 受 信 デ ー タ を 印 字 せ ず に 記 憶 手 段 に 記 憶 し 、 上 記 設 定 が 解
除 さ れ た 後 に 、 印 字 を 行 う 制 御 手 段 と ；
　 を 有 す る こ と を 特 徴 と す る 記 録 装 置 。
　 　 【 請 求 項 ２ 】 　

　
、

　 上 記 記 録 装 置 の 使 用 者 が 上 記 設 定 を 選 択 し て い る 場 合 、 上 記 設 定 が 解 除 さ れ る ま で の 間
に フ ァ ク シ ミ リ を 受 信 す る と 、 フ ァ ク シ ミ リ 通 信 を エ ラ ー 終 了 す る 制 御 手 段 と ；
　 を 有 す る こ と を 特 徴 と す る 記 録 装 置 。

イ ン ク ジ ェ ッ ト 方 式 に よ っ て 記 録 を 行 い 、 コ ピ ー 機 能 と フ ァ ク シ ミ リ
機 能 と を 有 す る 記 録 装 置 に お い て 、

フ ァ ク シ ミ リ 受 信 画 像 記 録 用 の 記 録 紙 よ り サ イ ズ が 小 さ い 記 録 紙 に コ ピ ー を 行 う よ う に
設 定 す る 設 定 手 段 と ；

イ ン ク ジ ェ ッ ト 方 式 に よ っ て 記 録 を 行 い 、 コ ピ ー 機 能 と フ ァ ク シ ミ リ
機 能 と を 有 す る 記 録 装 置 に お い て 、

フ ァ ク シ ミ リ 受 信 画 像 記 録 用 の 記 録 紙 よ り サ イ ズ が 小 さ い 記 録 紙 に コ ピ ー を 行 う よ う に
設 定 す る 設 定 手 段 と ；
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